
東海大学不動産建設望星会 会則 

 

第１章 総 則 

 

（名 称） 

第１条 本会の名称は東海大学不動産建設望星会とする。 

 

（目 的） 

第２条 本会は不動産建設業務に関する情報交換会と懇親会を中心に会員相互の親睦と

信頼関係を深め、不動産建設業務に関する諸問題の調査研究及び研修を行ない、

各々の事業発展に寄与すると共に東海大学の発展に寄与することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第３条 本会は当校の「建学の精神」を基本理念とする。 

同根の信頼性を第一に、個々が誠意を持った行動、責任とモラルに基づく情報提供

に努め、実績を常に追求する質の高い情報交換の場とすると共に、同窓生が共に支

え、知能を磨き、一人ひとりの希望の星に向かって栄える場とする。 

 

（活 動） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

 (1) 情報交換会（定例会）の開催。 

 (2) 研修会、講演会等の開催。 

 (3) 会員の親睦の為の各種行事の開催。 

 (4) ホームページ及びグループウェアによる各種情報の提供 

 (5) 大学不動産連盟参画活動。 

 (6) その他前条の目的達成に必要な活動。 

 

（部  会） 

第５条 本会は、前条の活動を行なうため、次の部会を置く。 

 (1) 企画部会 

 (2) 厚生部会 

 (3) 会員管理部会  

 (4) 渉外部会 

 (5) ＷＥＢ管理・広報部会 

 2. 各部会の長は各副会長が担当する。 

 



（組織） 

第 6 条 本会は関東地方を主な活動拠点として本部とし、会員管理部会の下に全国に地方

支部を設けることが出来る。 

 

（本部の所在） 

第７条 本会の本部は、事務局長の事務所内に置く。 

 

  

第２章 会 員 

 

（会員資格） 

第８条 本会は次項に該当する会員資格のある者で、第９条の承認を受けたものを会員とする。 

 (1) 学校法人東海大学又は東海大学附属高校を卒業した者で不動産、建設 

並びにこれに関連する業務（以下「不動産建設業務」という）に従事する 

者、また不動産建設業務に関心のある者をもって会員とする。 

 (2) 上記に該当する者であっても、反社会的組織団体等に属する者は会員にはなれ

ない。 

 (3) 第 32 条 2 項の休会をする者は以下の活動に参加することは出来ない。 

 ① 当会定例会及び情報交換会。 

 ② 大学不動産連盟地域会及び大学不動産連盟行事。 

 ２． 本会会員で会の発展に多大な貢献をされた者については、役員会の承認 

を経たうえで名誉会員とすることができる。  

 

（入 会） 

第９条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に提出する。 

 2. 事務局は入会申込書を役員全員に回覧し、役員会は前条の要件を満たして

いるか２名以上で面接し、審査した上で承認する。 

 ３． 役員会は前条の要件が満たされて入会を承認した場合でも、一定の場合大学

不動産連盟の地域情報会等への参加を保留することが出来る。 

 

（退会・休会） 

第１０条 会員は所定の退会届を事務局に提出して、任意に退会することが出来る。 

 ２. 会員はやむを得ず一定期間活動に参加出来ない場合、1 年に限り所定の休会

届を事務局に提出して、休会することが出来る。 

 

 



（報告義務・除名・処分等） 

第１１条 会員が下記事項に該当した場合には、役員会の決議をもって除名または処分する。 

 (1) 公序良俗に反し、又は本会会員として相応しくない行為、言動がなされたと認

められる場合。 

 (2) 督促されたにもかかわらず、会費を半年以上未納した場合、2 年以上連絡先

が不明となった場合。 

 (3） 入会後、会員が反社会的組織団体等に属することが認められた場合。 

 ２. 以下の場合には、会長または副会長への報告義務を負う。 

 （1） 大学不動産連盟内および当会内での取引において、重大な不動産取引倫理

に反する行為。 

 （2） 不動産取引の法令違反、および商取引一般の法令違反。 

 （3） 当会の品位を汚す行為。 

 （4） 大学不動産連盟内での取引において、取引の相手方あるいは関係者等から

異議申し立てを受け、トラブルに発展した場合。 

 ３. 上記で定めた行為が行われた際の処分に関しては、役員会において協議す

るものとする。 

 ４.  本条報告義務を怠った場合は、大学不動産連盟の主催する地域情報交換

会、その他会合についての参加資格を失うものとする。 

 

（会費の不返還） 

第１２条 退会、除名の如何を問わず、既に支払われた当該年度会費はこれを返還しない。 

 

 

第３章 総 会 

 

（総 会） 

第１３条 本会は、会員の総意決定機関として総会を設ける。 

 (1) 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

 (2) 定時総会は、年１回会計年度終了より３ヶ月以内に開催する。 

 (3) 臨時総会は、役員会が必要と認めた場合、役員会の議決をもって開催する。 

 (4) 総会は、全会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもってこれを

決する。但し、本会則の改定については出席者の３分の２以上の賛成をもって

決する。尚、出席者には委任状による者も含む。また、委任状提出のない者は

議長に委任したものとみなす。 

 (5) 総会の議長は会長とし、会長に不測の事態が生じた時は役員の中からこれを

選任する。 



（決議事項） 

第１４条 総会の決議事項は、次のとおりとする。 

 (1) 事業報告及び決算報告の承認。 

 (2) 事業計画及び予算の承認。 

 (3) 役員及び会計監査の選任。 

 (4) 入会金・年会費の額の決定。 

 (5) 本会則の改正。 

 (6) その他、役員会が必要と認め、上程した事項。 

 

（議事録） 

第１５条 総会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載し、議長及び出席した役

員２名がこれに記名押印する。 

 2. 前項の議事録は、事務局長が保管する。 

 

 

第４章 役員及び役員会 

 

（役 員） 

第１６条 本会には、次のとおりの役員を置く。 

 会長 １名 

 副会長 ５名以内 

 各担当部会幹事 若干名 

 事務局長 １名 

 副事務局長 ３名以内 

 会計 １名 

 2. 上記役員は当会所属の会員から選任する。 

 3. 役員の任期は原則として２年とする。 

 4. 補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 5. 任期満了後も後任者が就任するまでは、引続きその職務を行う。 

 

 

6. 役員の再任は１回のみを原則とする。但し、会の運営上特に必要な場合に

は、２回目の再任を限度に認めることが出来、またそれを超える場合は協議す

るものとし、新しく役員に就任するものが上記定員に不足する場合は、引続き

その年度の職務を行う。 

 7 新しい役員候補は、新年度以降、総会開催日 1 ヵ月前までに役員会に立候補

した者から選任するが、立候補が役員定員に不足する場合は、現役員が推薦

した者から選任することが出来る。なお、過去に本会において何らかの処分を



受けた者でも立候補することができるが、立候補を受け付ける役員会にて取り

扱いについて審議し、立候補した当人に回答するものとする 

 

（会  長） 

第１７条 会長は、本会を代表し会務を総理し、会議を招集する。 

 

（副会長） 

第１８条 副会長は、各担当部会および各地方支部長を統括する。 

 

（事務局長） 

第１９条 事務局長は、本会の事務を統括する。また、各地方支部の事務を統括する。 

  

（会計監査） 

第２０条 会計監査は、本会の会計監査を行なう。また、各地方支部の会計監査を行なう。 

 2. 会計監査は、役員会及び総会に出席して会計監査の結果を報告し、また役員

会及び総会に対し意見を述べることが出来る。 

 3. 会計監査は、役員を兼任することが出来ない。 

 

（役員会） 

第２１条 役員会は役員を以って構成し、次の事項を審議決定する。 

 (1) 総会の開催及び総会決議案の上程。 

 (2) 各役職の互選。 

 (3) 入会の承認。 

 (4) 会員の除名および処分。 

 (5) 第５条に規定する部会幹事の選任及び解任。 

 (6) 本規約運用上必要な細則の制定改廃。 

 (7) その他、本会の活動、運営に必要な一切の事項。 

 2. 役員会は定時会を年 6 回以上開催するものとし、必要に応じ会長が臨時 

役員会を招集、開催する。  

 3. 役員会の議長は、会長がこれを務める。 

 4. 役員会は、全役員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもってこ

れを決する。但し出席者には、委任状による者も含む。 

 

 

 

 



第５章 地方支部 

 

（地方支部の設立） 

第２２条 本会は全国を数ヶ所に細分した地域ブロックに支部を設置することが出来るものと

し、支部の設置については役員会の承認推薦を要するものとする。 

  

（支部の活動） 

第２３条 支部の活動は本会の活動方針に則したものとし、万一それに逸脱した場合には本部

はこれを停止もしくは活動内容の変更を求めることが出来る。 

 2. 前項の場合は、役員会と支部長とが協議し解決するものとする。 

  

（本部への帰属） 

第２４条 各地方支部は本会組織上の地方支部会に位置するものとする。 

 2. 各地方支部の支部長は本部に対し、毎月１回支部の活動報告をするものとす

る。 

 3. 各支部の支部長は毎年１回行なわれる本会総会に出席するものとする。 

 

（支部役員） 

第２５条 各支部は次の通り担当役員を置くものとする。 

 (1) 支部長 

 (2) 定例会担当 定例会（情報交換会）を担当 

 (3) 懇親会担当 親睦のための行事を担当 

 (4) 総務会計担当 支部の会務処理を担当 

 2. 各支部は、相当数の役員（以下「支部役員」という）を選任することが出来る。 

 3. 前項の場合、支部長は本部に対し、速やかに支部役員の名簿を提出しなけれ

ばならない。 

 

（支部規約の制定） 

第２６条 支部は本会規約に抵触せず、且つ、本会の活動に支障を来さない限りにおいてそ

の活動のために支部の規約を定めることができる。 

 2. 支部の規約の制定及び改廃には、本会役員会の承認を要する。 

 

（支部の会計） 

第２７条 支部は、その活動の為、支部会員から本会会費とは別に会費（以下「支部会費」とい

う）や寄付金を徴収することが出来る。支部が直接徴収した支部会費や寄付金につ

いては支部の基本財産に組み入れ、支部の責任で管理するものとする。 



 2. 支部の会計については、本会の会計年度に合わせ決算し、本部に報告しなけ

ればならない。 

 

（本会からの補助） 

第２８条 本会は、支部の活動を支援する為に役員会の承認決議により、支部会員から徴収し

た会費の範囲内で一定額の補助金を出損することが出来る。 

 

（別途協議条項） 

第２９条 本章に定めなき事項で疑義が生じたときは、支部長と役員会とが協議して解決する

ものとする。 

 

 

第６章 会 計  

 

（運営経費） 

第３０条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、行事別の負担金その他の諸収入で支弁す

る。 

 

 （入会金） 

第３１条 本会の入会金は一律５,０００円とし、入会時にこれを納付する。 

 

（年会費等） 

第３２条 年会費の額は次の通りとし、会員はこれを一括納付する。 

年度途中からの入会における年会費は、月割りとする。 

なお、年齢については、新年度開始の 4 月 1 日時点での年齢とし、年度途中からの

入会者については入会時点での年齢とする。 

 ２５歳まで ５,０００円 

 ２６～４０歳まで ８,０００円 

 ４０歳以降 １０,０００円 

 2. 休会をする者の年会費は上記の半額とし、一括納付する。 

 3. 名誉会員は年会費を免除する。  

 

（会計年度） 

第３３条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

 



（会計報告） 

第３４条 本会の会計については会計監査を受けた後、事務局より役員会に報告し、承認を得

るものとする。 

 

 

第７章 附 則 

 

（個人情報の取扱い） 

第３５条 本会に登録された会員の個人情報については東海大学同窓会本部からの要請によ

り提供する以外には一切使用できないものとする。 

 

 

 

この規則は 2023 年 6 月 20 日から改定施行する。 

 

 平成２０年 （2008 年） ４月１０日 制定 

 平成２１年 （2009 年） １０月１６日 改定 

 平成２１年 （2009 年） １２月２０日 改定 

 ２０１７年 ６月２０日 改定 

 ２０１８年 ５月２２日 改定 

 ２０２１年 ６月２２日 改定 

 ２０２３年 6 月２０日 改定 

 

                                                                                            


